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くらしの

情 報

　
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て

い
な
く
て
も
、
要
介
護
認
定
を
受

け
て
い
る
方
な
ど
で
、
次
の
要
件

に
該
当
さ
れ
る
方
は
税
法
上
の
障

が
い
者
控
除
の
対
象
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

①
寝
た
き
り
の
方（
６
カ
月
以
上
）

②
65
歳
以
上
で
障
が
い
者
に
準
じ

　
る
方

※
最
高
５
年
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て

　
税
金
の
還
付
を
受
け
る
こ
と
が

　
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
問
合
せ
先
　
高
齢
介
護
課
高
齢

　
福
祉
担
当
（
内
線
７
６
２
）

障
が
い
者
控
除
対
象
者

認
定
書
の
交
付
に
つ
い
て

◆
税
務
申
告
相
談

申
告
期
間

　
２
月
16
日
㈬
〜
３
月
15
日
㈫

受
付
時
間
　
午
前
９
時
〜
正
午
、

　
午
後
１
時
〜
４
時

※
土
曜
・
日
曜
日
は
休
み
ま
す

受
付
会
場

　
市
民
会
館
３
階
大
会
議
室

※
例
年
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、

　
郵
送
申
告
や
電
子
申
告
を
ご
利

　
用
く
だ
さ
い
。

《
市
で
受
け
付
け
る
申
告
》

●
市
・
県
民
税
申
告

●
所
得
税
の
確
定
申
告
の
う
ち
、

　
①
給
与
や
年
金
所
得
の
申
告

　
②
医
療
費
控
除
の
申
告

　
③
農
業
所
得
の
申
告
　
な
ど

※
青
色
申
告
、
損
失
申
告
、
分
離

　
課
税
所
得
（
収
用
以
外
）
の
申

　
告
を
さ
れ
る
方
や
、
初
め
て
所

　
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
申

　
告
さ
れ
る
方
は
、
魚
津
税
務
署

　
で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

サンプラザ

JR魚津駅
新魚津

市役所

郵便局
本江小学校

新川厚生
センター

社会保険
事務所

図書館

電鉄魚津至
滑
川

至
滑
川

至
黒
部

至
黒
部

魚津西部
中学校

警察署

アップルヒル

魚津合同庁舎
（魚津税務署）
☎ 0765-24-1370

所
得
税
、
市
・
県
民
税
の

申
告
が
始
ま
り
ま
す

【
市･

県
民
税
の
申
告
】

　
平
成
23
年
１
月
１
日
現
在
で
市

内
に
住
所
が
あ
り
、
平
成
22
年
中

に
所
得
が
あ
っ
た
方
は
、
申
告
を

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
所
得
が
な
く
て
も
国
民

健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方

（
軽
減
措
置
の
適
用
が
あ
り
ま
す
）

や
所
得
状
況
が
判
定
で
き
な
い
方

な
ど
は
申
告
を
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　
な
お
、
確
定
申
告
を
さ
れ
る
方

や
給
与
所
得
ま
た
は
年
金
所
得
の

み
の
方
は
、
申
告
の
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
給
与
所
得
ま

た
は
年
金
所
得
の
み
の
方
が
各
種

控
除
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
申

告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
社
会
保
険
料
控
除
】

　
国
民
健
康
保
険
税
、
介
護
保
険

料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を

年
金
か
ら
の
天
引
き（
特
別
徴
収
）

で
納
め
ら
れ
た
分
に
つ
い
て
は
、

そ
の
年
金
の
受
給
者
に
の
み
社
会

保
険
料
控
除
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

▼
問
合
せ
先

　
税
務
課
市
民
税
担
当

　（
内
線
２
３
３
・
２
３
４
）

　
毎
年
３
月
は
自
動
車
の
検
査
・

登
録
申
請
が
多
く
、
窓
口
が
大
変

混
み
合
い
ま
す
。「
車
検
の
手
続

き
」
は
、
１
カ
月
前
か
ら
受
検
で

き
ま
す
の
で
、
な
る
べ
く
２
月
中

に
受
験
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、「
廃
車
・
名
義
変
更
の

手
続
き
」
は
、
３
月
中
旬
ま
で
に

申
請
さ
れ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
合
せ
先
　
国
土
交
通
省
北
陸

　
信
越
運
輸
局
富
山
運
輸
支
局

　
・
登
録
に
関
す
る
こ
と

　（
☎
０
５
０
‐
５
５
４
０
‐
２
０
４
４
）

　
・
車
検
に
関
す
る
こ
と

　（
☎
４
２
３
‐
０
８
９
２
）

自
動
車
の
検
査
・

登
録
は
お
早
め
に

普
通
救
命
講
習

と
き
　
２
月
12
日
㈯

　
　
　
午
前
９
時
〜
正
午

と
こ
ろ
　
消
防
署
３
階
講
堂

対
象
者
　
市
内
在
住
で
小
学
校
高

　
学
年
以
上
の
希
望
者
（
再
受
講

　
者
も
可
）

内
容
　
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用
法
を
含
め

　
た
心
肺
蘇
生
法
を
学
び
ま
す
。

　（
そ
ば
に
い
る
人
が
Ａ
Ｅ
Ｄ
で

　
電
気
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
た
こ
と

　
に
よ
り
、
救
命
さ
れ
た
事
例
が

　
全
国
で
多
数
報
告
さ
れ
て
い
ま

　
す
。）

定
員
　
10
人
程
度

受
講
料
　
無
料

申
込
期
限

　
２
月
10
日
㈭
ま
で

▼
申
込
み
・
問
合
せ
先

　
消
防
本
部
警
防
課
救
急
救
助
担

　
当
（
☎
４
７
５
‐
０
１
８
０
）

ま
で
ま
で
ま
で
ま
で
ま
で

▼
申
込
み
・
問
合
せ
先

▼
申
込
み
・
問
合
せ
先

▼
申
込
み
・
問
合
せ
先

▼
申
込
み
・
問
合
せ
先

▼
申
込
み
・
問
合
せ
先

▼
申
込
み
・
問
合
せ
先

▼
申
込
み
・
問
合
せ
先

▼
申
込
み
・
問
合
せ
先

農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
の
縦
覧
に
つ
い
て

　
平
成
23
年
１
月
１
日
現
在
で
調
製
し
た
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人

名
簿
を
次
の
と
お
り
縦
覧
し
ま
す
。

　
縦
覧
期
間
中
、
名
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
る
か
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
選
挙
が
行
わ
れ
る
場
合
、
名
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
な
い
と

投
票
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
縦
覧
期
間
　
２
月
23
日
㈬
〜
３
月
９
日
㈬

　
　
　
　
　
　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

●
縦
覧
場
所
　
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
（
市
役
所
１
階
）

▼
問
合
せ
先
　
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
（
内
線
２
１
６
）

災害情報配信サービス
　気象情報などの防災関連情報や市内で発生した火災情報を 24 時間、メールでお届けします！
　次のいずれかの方法で配信登録してください。

　　　　　⬇　　　　　　⬇
問合せ先　総務課（内線２１２）
　市モバイルページ（携帯版ホームページ）
　http://www.city.namerikawa.toyama.jp/m/
　市ホームページ
　http://www.city.namerikawa.toyama.jp/

❶右のＱＲコードから市モバイルページ
　（携帯版ホームページ）にアクセス
→「１ 災害情報配信サービス」
→空メール送信

❷市のホームページにアクセス
→「緊急情報」の中の「災害情報配信サービス」
→登録するメールアドレスを入力して送信

→メール受信（申込受付）
→受信メールの本文にある「以下のアドレスから
　メールマガジンを登録します。」にアクセス
→「登録」
→メール受信（登録完了）

→受信メールの本文にある「以下のアドレスから

災害時における生活物資の提供に関する協定を締結しました

浄化槽を利用されている皆さまへ
　水環境を守るため、浄化槽法では法定検査を
受けることが義務付けられています。

　身近な環境を守るためにも、年１回
必ず法定検査を受けましょう。
問合せ先
　県環境政策課（☎４４４－９６１８）
　㈳富山県浄化槽協会（☎４２１－１２０８）
　市上下水道課（内線４４１）

浄化槽の３つの義務
　①保守点検の実施
　②清掃の実施
　③法定検査の受検

受けることが義務付けられています。

　身近な環境を守るためにも、年１回
必ず法定検査を受けましょう。

市有地販売　～１月１日より～
駅南保留地を

値下げ (平均７％ )しました
◆辰野 ･柳原地内（12区画）
面　　積　約 65 坪～ 399 坪
売却価格　4,085,000 円～ 33,268,000 円
そのほか　ＪＲ滑川駅から約 50 ｍ～ 1,550 ｍ
※詳しくは、市のホームページでご覧いただけます。
申込み・問合せ先
　財政課財産管理担当（内線２６３・２６７）

　市では日ごろから、災害時における民間の企業・団体
の皆さんとの協力体制の整備を進めています。
　このたび、新たに㈱大阪屋ショップからご協力をいた
だけることとなり、市との間で協定を締結しました。

　今回で協定の締結数は、17 となりました。
問合せ先　総務課（内線２１１）
　今回で協定の締結数は、17 となりました。

魚
津
税
務
署

か
ら
の
お
知
ら
せ

◆
確
定
申
告
会
場

●
税
務
署
会
場

申
告
期
間
　

　
３
月
15
日
㈫
ま
で

※
土
日
・
祝
日
は
、
開
設
し
て
い

　
ま
せ
ん
。

受
付
時
間　

　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

受
付
会
場
　
魚
津
税
務
署
５
階

　（
魚
津
合
同
庁
舎
）

●
特
設
会
場
（
還
付
申
告
の
み
）

開
設
期
日　

２
月
３
日
㈭
・
４
日
㈮
・

　
７
日
㈪
の
３
日
間

受
付
時
間
　
午
前
10
時
〜
正
午
、

　
午
後
１
時
〜
３
時
30
分

受
付
会
場
　
市
民
交
流
プ
ラ
ザ

　
３
階
多
目
的
ホ
ー
ル

▼
問
合
せ
先
　
魚
津
税
務
署

　（
☎
０
７
６
５
‐
24
‐
１
３
７
０
）


